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Ｊ Ａ 綱 領

わたしたちＪＡのめざすもの
　わたしたちＪAの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則（自主、自立、
参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして、地球的視野に立って環
境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協
同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。
　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての社会的
役割を誠実に果たします。

わたしたちは、
一、地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
一、環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
一、JAへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
一、自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JAを健全に経営し信頼を高めよう。
一、協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

ＪＡ愛媛中央会 70年のあゆみ

第１期 ： 昭和29年（1954）～昭和39年（1964）
戦後の農業と中央会の誕生

　戦後の日本は高度経済成長期を迎え、国民の生
活水準は向上しました。一方、農業は好天候や技術
の発展により豊作が続きましたが、他産業の躍進に
は及ばず、労働力は農村部から都市に流出する傾
向となりました。　
　このような中、昭和22年の農協法制定により
全国で農協が新たに設立されましたが、当時の農
協はデフレ政策の影響等から経営不振が続いて

いました。
　その後29年の農協法改正によって、法律に基づ
く必置の総合指導機関として中央会が誕生しまし
た。設立後は農協理念の徹底や経営不振組合の解
消等を重点項目として、共済、生活資材、貯蓄、出
資、増産にかかる「総ぐるみ運動」を展開し全国から
注目を集め、組合員と農協の結びつきは強固なもの
となりました。

●中央会創立総会
●第１回農協監査士資格試験実施
●全中、国際協同組合同盟（ICA）加入
●農業団体再編成本部設置

●（全中/生協連/全漁連）日本協同組
合連絡協議会設立

●総ぐるみ運動（第１～４期）
●職員資格認証制度開始
●台風22号災害支援運動
●米穀対策委員会設置

●愛媛県農協広報委員会設置
●愛媛県農業協同組合組織整備協議
会設置

●四連共通役員制発足（中/信/経/共）
●愛媛県農協組合長大会
●愛媛県農協調整協議会設置

●農協数：総合314、専門２
●愛媛県農協婦人部協議会結成（昭
和28年、単組277、約103,399名）
●農協法改正(中央会制度法制化)
●全販連、青果部設立
●全購連、肥料全利用共同計算開
始

●今治市立花農協立幼稚園開園

●農協整備特別措置法成立
●第1回愛媛県果樹同志会大会
●愛媛県農協青壮年連盟結成
（単組134、約8,000名）

●農協法改正（共済事業の責任準
備金の積立義務化）

●農協共済100億円突破
●県農協合併促進協議会設立

●経済連、肉牛肉豚共同販売開始
●農協合併助成法成立
●農業基本法成立

●農協法改正（登記規定一部変更）
●県内農協貯金500億円突破
●松山市農協設立
●周桑農協設立

●愛媛県立松山農科大学、「国立愛
媛大学農学部」へ名称変更

●日米余剰農産物協定調印

●第二次中東戦争勃発
●国際連合加盟
●独禁法改正

●大規模干ばつ発生（県内麦被害
額約30億円）

●伊勢湾台風発生
●ガット東京総会

●日米安全保障条約改定調印
●大豆輸入自由化

●異常高温、長雨発生（県内農作物
被害額14億9,200万円）

●大規模干ばつ発生（県内農作物
被害額33億1,500万円）

●東京五輪

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

地域とともに… 広がれ！ つながれ！ 愛媛の協同×SDGs
「国際協同組合年（IYC2025）」愛媛県テーマ
JA愛媛中央会は国際協同組合年に賛同しています



2 3

昭和29-30
（1954-55）
昭和29-30
（1954-55）

昭和31-32
（1956-57）
昭和31-32
（1956-57）

昭和33-34
（1958-59）
昭和33-34
（1958-59）

昭和35-37
（1960-62）
昭和35-37
（1960-62）

昭和38-39
（1963-64）
昭和38-39
（1963-64）

昭和25年当時の事務所

Ｊ Ａ 綱 領

わたしたちＪＡのめざすもの
　わたしたちＪAの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則（自主、自立、
参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして、地球的視野に立って環
境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協
同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。
　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての社会的
役割を誠実に果たします。

わたしたちは、
一、地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
一、環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
一、JAへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
一、自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JAを健全に経営し信頼を高めよう。
一、協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

ＪＡ愛媛中央会 70年のあゆみ

第１期 ： 昭和29年（1954）～昭和39年（1964）
戦後の農業と中央会の誕生

　戦後の日本は高度経済成長期を迎え、国民の生
活水準は向上しました。一方、農業は好天候や技術
の発展により豊作が続きましたが、他産業の躍進に
は及ばず、労働力は農村部から都市に流出する傾
向となりました。　
　このような中、昭和22年の農協法制定により
全国で農協が新たに設立されましたが、当時の農
協はデフレ政策の影響等から経営不振が続いて

いました。
　その後29年の農協法改正によって、法律に基づ
く必置の総合指導機関として中央会が誕生しまし
た。設立後は農協理念の徹底や経営不振組合の解
消等を重点項目として、共済、生活資材、貯蓄、出
資、増産にかかる「総ぐるみ運動」を展開し全国から
注目を集め、組合員と農協の結びつきは強固なもの
となりました。

●中央会創立総会
●第１回農協監査士資格試験実施
●全中、国際協同組合同盟（ICA）加入
●農業団体再編成本部設置

●（全中/生協連/全漁連）日本協同組
合連絡協議会設立

●総ぐるみ運動（第１～４期）
●職員資格認証制度開始
●台風22号災害支援運動
●米穀対策委員会設置

●愛媛県農協広報委員会設置
●愛媛県農業協同組合組織整備協議
会設置

●四連共通役員制発足（中/信/経/共）
●愛媛県農協組合長大会
●愛媛県農協調整協議会設置

●農協数：総合314、専門２
●愛媛県農協婦人部協議会結成（昭
和28年、単組277、約103,399名）
●農協法改正(中央会制度法制化)
●全販連、青果部設立
●全購連、肥料全利用共同計算開
始

●今治市立花農協立幼稚園開園

●農協整備特別措置法成立
●第1回愛媛県果樹同志会大会
●愛媛県農協青壮年連盟結成
（単組134、約8,000名）

●農協法改正（共済事業の責任準
備金の積立義務化）

●農協共済100億円突破
●県農協合併促進協議会設立

●経済連、肉牛肉豚共同販売開始
●農協合併助成法成立
●農業基本法成立

●農協法改正（登記規定一部変更）
●県内農協貯金500億円突破
●松山市農協設立
●周桑農協設立

●愛媛県立松山農科大学、「国立愛
媛大学農学部」へ名称変更

●日米余剰農産物協定調印

●第二次中東戦争勃発
●国際連合加盟
●独禁法改正

●大規模干ばつ発生（県内麦被害
額約30億円）

●伊勢湾台風発生
●ガット東京総会

●日米安全保障条約改定調印
●大豆輸入自由化

●異常高温、長雨発生（県内農作物
被害額14億9,200万円）

●大規模干ばつ発生（県内農作物
被害額33億1,500万円）

●東京五輪

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

地域とともに… 広がれ！ つながれ！ 愛媛の協同×SDGs
「国際協同組合年（IYC2025）」愛媛県テーマ
JA愛媛中央会は国際協同組合年に賛同しています



4 5

昭和50-51
（1975-76）
昭和50-51
（1975-76）

昭和52-53
（1977-78）
昭和52-53
（1977-78）

昭和54-55
（1979-80）
昭和54-55
（1979-80）

昭和56-57
（1981-82）
昭和56-57
（1981-82）

昭和58-59
（1983-84）
昭和58-59
（1983-84）

昭和40-41
（1965-66）
昭和40-41
（1965-66）

昭和42-43
（1967-68）
昭和42-43
（1967-68）

昭和44-45
（1969-70）
昭和44-45
（1969-70）

昭和46-47 
（1971-72）
昭和46-47 
（1971-72）

昭和48-49
（1973-74）
昭和48-49
（1973-74）

農協学園全景

農畜産物輸入自由化阻止運動のようす

愛媛県農協会館　竣工

グレープフルーツ等自由化

第３期 ： 昭和50年（1975）～昭和59年（1984）
自由化阻止運動と教育研修への取り組み

　高度経済成長後の日本経済は、安定期に移行し
ていきました。
　一方農業は、若年層の都市への流出に伴い、担
い手不足や高齢化が深刻化していきました。農地は
経済成長を契機に宅地等への転用が進み、輸入農
産物の増加などにより農業所得の低下が課題とな
りました。

　これに対して、農地を効率的に利用し、大規模経
営を促進することで、農業の活性化を図るための政
策が出されました。
　このような中、中央会では農畜産物輸入自由化
等の阻止運動を展開しました。また、組合員や役職
員の教育が重要とされ、農協学園での研修がス
タートしました。 

第２期 ： 昭和40年（1965）～昭和49年（1974）
高度経済成長の終焉と中央会の変化

　第二次高度経済成長期に入り、鉱工業を中心に
日本経済は急成長し、昭和43年にはGNP世界第２
位となりました。
　農業は機械化がすすみ生産効率が向上しました
が、経済成長により日本の食文化が変化したことで、
米の過剰生産などの問題が発生し、減反政策など
が実施されました。
　48年に発生した第一次石油危機により、戦後初

めて経済成長率がマイナスに転落し低成長期に突
入しました。世界的な食糧危機の中、日本の食料自
給率の低さが問題視され、農業の持続可能性につ
いて課題が浮き彫りとなりました。
　この頃中央会は、専門農協と総合農協間の組
織的問題を解決すべく、各連合会共通役員制が
終了したことにより、新しい中央会として再出発し
ました。 

●農協神社地鎮祭、鎮座祭
●愛媛県農協災害対策本部設置

●農畜産物輸入自由化枠拡大・関税
引き下げ反対緊急全国大会
●オレンジ・果汁・牛肉輸入自由化、枠
拡大阻止県大会

●農協学園、農協神社竣工

●食料自給力向上・要求米価実現県集会

●農業破壊政策阻止・要求米価実現県集会
●オレンジ・果汁・牛肉等輸入自由化
枠拡大阻止対策県集会

●農畜産物輸入自由化・枠拡大阻止愛媛
県総決起大会（参加人数1万1,700人）

●農協職員資格認証委員会設置

●農協数：総合102、専門11
●県厚生連設立

●県農協電算センター設立
●日本農業新聞四国支局開設

●えひめみかんジュース愛飲運動
展開

●農協法改正（系統信用事業強化）

●国内自由化反対署名（1,000万
人突破）

●全国農協貯金ネットサービス開
始

●ベトナム戦争終結
●伊方原発送電開始
●台風17号発生（県内被害額550億円超）

●農林省、「農林水産省」へ省名変
更

●日中平和条約調印
●第二次石油危機

●豪雨災害発生（県内被害額264
億円）

●東京サミット開催

●国営野村ダム竣工
●政府、農産物44品目の関税引き
下げ決定 

●政府、豚肉調製品や熱帯果汁等
6品目輸入自由化

●日豪牛肉交渉妥結

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

●愛媛県野菜生産者
組合結成大会

●愛媛県農協鶏卵価
格補償事業開始

●農協組織検討委員
会設置

●中央会問題検討委員会による新た
な中央会検討
●農業団体干害対策本部設置
●愛媛県農業協同組合研修所設立
●食管制度堅持・農林予算確保全国
農協代表総決起大会

●農協事業間調整指針策定
●中央会、各連合会共通役員制終了

●要求米価貫徹全国農協代表者大会
●四国初　臨時税理士制度導入
●愛媛県農業基本構想策定

●グレープフルーツ自由化反対愛媛
県大会

●オレンジ、果汁、牛肉、雑豆等自由化
輸入拡大阻止全国生産者大会

●農業危機突破要求米価実現農協代
表者大会

●要求米価実現県大会
●農協教育委員会設立

●農協数：総合121、専門８
●愛媛県酪農協連合会設立
●愛媛県施設連設立
●東予園芸農協設立
●地区農協組織一本化県五連構想

●南宇和園芸農協設立

●長期共済保有高8兆円突破
●農地法改正

●全購連と全販連、合併調印
●全国農協連（全農）設立

●全国初、県温州ミカン所得共済
協会設立

●県信連、県指定代理金融機関指定
●松山中央卸売市場設立

●日韓条約成立
●鶏卵価格補償制度初適用

●大規模干ばつ発生(農作物被害
額273億円)、非常事態宣言発令

●東予地区を中心とした暴風雪発
生（被害額72億3,280万円）

●日本のGNP世界第２位に

●生産者米価の据置(～46年)
●自由化促進閣僚協議会（自由化
品目25項目提示）

●農林省、グレープフルーツ自由
化方針発表

●県立農業大学校開校
●グレープフルーツ、豚肉等自由化 

●第一次石油危機
●預金金利引き上げ
●南予水道企業団設立
●国鉄予土線開通
●黒瀬多目的ダム完成

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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第３期 ： 昭和50年（1975）～昭和59年（1984）
自由化阻止運動と教育研修への取り組み

　高度経済成長後の日本経済は、安定期に移行し
ていきました。
　一方農業は、若年層の都市への流出に伴い、担
い手不足や高齢化が深刻化していきました。農地は
経済成長を契機に宅地等への転用が進み、輸入農
産物の増加などにより農業所得の低下が課題とな
りました。

　これに対して、農地を効率的に利用し、大規模経
営を促進することで、農業の活性化を図るための政
策が出されました。
　このような中、中央会では農畜産物輸入自由化
等の阻止運動を展開しました。また、組合員や役職
員の教育が重要とされ、農協学園での研修がス
タートしました。 

第２期 ： 昭和40年（1965）～昭和49年（1974）
高度経済成長の終焉と中央会の変化

　第二次高度経済成長期に入り、鉱工業を中心に
日本経済は急成長し、昭和43年にはGNP世界第２
位となりました。
　農業は機械化がすすみ生産効率が向上しました
が、経済成長により日本の食文化が変化したことで、
米の過剰生産などの問題が発生し、減反政策など
が実施されました。
　48年に発生した第一次石油危機により、戦後初

めて経済成長率がマイナスに転落し低成長期に突
入しました。世界的な食糧危機の中、日本の食料自
給率の低さが問題視され、農業の持続可能性につ
いて課題が浮き彫りとなりました。
　この頃中央会は、専門農協と総合農協間の組
織的問題を解決すべく、各連合会共通役員制が
終了したことにより、新しい中央会として再出発し
ました。 

●農協神社地鎮祭、鎮座祭
●愛媛県農協災害対策本部設置

●農畜産物輸入自由化枠拡大・関税
引き下げ反対緊急全国大会
●オレンジ・果汁・牛肉輸入自由化、枠
拡大阻止県大会

●農協学園、農協神社竣工

●食料自給力向上・要求米価実現県集会

●農業破壊政策阻止・要求米価実現県集会
●オレンジ・果汁・牛肉等輸入自由化
枠拡大阻止対策県集会

●農畜産物輸入自由化・枠拡大阻止愛媛
県総決起大会（参加人数1万1,700人）

●農協職員資格認証委員会設置

●農協数：総合102、専門11
●県厚生連設立

●県農協電算センター設立
●日本農業新聞四国支局開設

●えひめみかんジュース愛飲運動
展開

●農協法改正（系統信用事業強化）

●国内自由化反対署名（1,000万
人突破）

●全国農協貯金ネットサービス開
始

●ベトナム戦争終結
●伊方原発送電開始
●台風17号発生（県内被害額550億円超）

●農林省、「農林水産省」へ省名変
更

●日中平和条約調印
●第二次石油危機

●豪雨災害発生（県内被害額264
億円）

●東京サミット開催

●国営野村ダム竣工
●政府、農産物44品目の関税引き
下げ決定 

●政府、豚肉調製品や熱帯果汁等
6品目輸入自由化

●日豪牛肉交渉妥結

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

●愛媛県野菜生産者
組合結成大会

●愛媛県農協鶏卵価
格補償事業開始

●農協組織検討委員
会設置

●中央会問題検討委員会による新た
な中央会検討
●農業団体干害対策本部設置
●愛媛県農業協同組合研修所設立
●食管制度堅持・農林予算確保全国
農協代表総決起大会

●農協事業間調整指針策定
●中央会、各連合会共通役員制終了

●要求米価貫徹全国農協代表者大会
●四国初　臨時税理士制度導入
●愛媛県農業基本構想策定

●グレープフルーツ自由化反対愛媛
県大会

●オレンジ、果汁、牛肉、雑豆等自由化
輸入拡大阻止全国生産者大会

●農業危機突破要求米価実現農協代
表者大会

●要求米価実現県大会
●農協教育委員会設立

●農協数：総合121、専門８
●愛媛県酪農協連合会設立
●愛媛県施設連設立
●東予園芸農協設立
●地区農協組織一本化県五連構想

●南宇和園芸農協設立

●長期共済保有高8兆円突破
●農地法改正

●全購連と全販連、合併調印
●全国農協連（全農）設立

●全国初、県温州ミカン所得共済
協会設立

●県信連、県指定代理金融機関指定
●松山中央卸売市場設立

●日韓条約成立
●鶏卵価格補償制度初適用

●大規模干ばつ発生(農作物被害
額273億円)、非常事態宣言発令

●東予地区を中心とした暴風雪発
生（被害額72億3,280万円）

●日本のGNP世界第２位に

●生産者米価の据置(～46年)
●自由化促進閣僚協議会（自由化
品目25項目提示）

●農林省、グレープフルーツ自由
化方針発表

●県立農業大学校開校
●グレープフルーツ、豚肉等自由化 

●第一次石油危機
●預金金利引き上げ
●南予水道企業団設立
●国鉄予土線開通
●黒瀬多目的ダム完成

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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平成3-4

（1991-92）

平成5-6
（1993-94）
平成5-6

（1993-94）

ＪＡうま合併発足式

JAキックオフセレモニー

第５期 ： 平成７年（1995）～平成16年（2004）
経済のグローバル化と加速するＪＡ合併

　米国を中心としたIT産業の成長やグローバル
化が加速し始め、世界市場を視野に入れたビジネ
スが展開され、経済は緩やかながらも回復に向か
いました。
　農業では、高齢化や担い手不足、耕作放棄地の
増加などで弱体化し、WTO農業交渉や輸入増加

による価格低迷など、農家の経済とＪＡは大きな打
撃を受けました。
　このような情勢を受け、中央会は10ＪＡ構想を基
軸とする合併推進に向け、取り組みを加速しまし
た。 

第４期 ： 昭和60年（1985）～平成６年（1994）
バブル景気と農協経営刷新強化運動

　昭和60年のプラザ合意により、円高が急速に進
みました。一時的に景気は低迷しましたが、その後
の金融緩和政策は、企業や個人などの不動産や
株式への投資を促進し、いわゆるバブル景気が発
生しました。
　バブル崩壊後には、地価や農産物価格の下

落などが起こり、農業経営の合理化や多様化、
そして農村の活性化が課題として強く認識され
ました。
　このような情勢のもと、中央会では農協経営の
刷新強化運動として、本格的に合併推進へ取り組
むこととなりました。 

●愛媛県農協合併推進基金設立
●県下総合ＪＡの自己資本比率向上対
策決定
●中央会決算監査導入
●10ＪＡ構想を基軸とする広域合併
推進を決定

●ＪＡ綱領制定
●県下５事務所から３事務所へ
●E-JASMIC(愛媛県版ＪＡ個別経営
指導)導入

●ＪＡ経営健全化推進運動開始
●3事務所廃止
●愛媛のかんきつ21推進協議会発足
●ＪＡえひめ高齢者福祉推進協議会設置

●中央会・厚生連共通役員制導入
●第１回広域合併ＪＡ交流会
●ＪＡグループ愛媛BSE問題対策班設置
●ＪＡ全国監査機構発足
●家畜個体識別システム緊急実施

●WTO国際市民集会
●愛媛県水田農業推進協議会設立
●水田農業構造改革対策基金設立

●ＪＡ数：総合62、専門10
●ＪＡうま設立(総合55JAに)
●食糧法成立（食糧管理制度の廃止）

●ＪＡおちいまばり、ＪＡひがしうわ、
ＪＡえひめ南設立（総合34ＪＡに）
●県青果連と県経済連合併、県農
えひめ設立

●ＪＡえひめ中央、ＪＡ愛媛たいき設立、Ｊ
Ａ西条とＪＡ大町合併（総合15ＪＡに）
●高齢者福祉事業認可取得（９ＪＡ）
●全国初の県１ＪＡ誕生（ならけん）
●食料・農業・農村基本法成立
●愛媛県連役員体制等審議会
●47都道府県共済連、ＪＡ全共連に統合

●ＪＡ周桑とＪＡ東予市多賀合併(総
合14ＪＡに)

●農地法改正（株式会社の農地取
得可能に）

●食品リサイクル法成立

●ＪＡうまとＪＡ川之江市合併（総合
13ＪＡに）

●食料安全基本法成立
●県農えひめとＪＡ全農合併

●住宅専門貸付会社（住専）問題発
生

●世界貿易機関 （WTO）発足
●阪神淡路大震災発生
●病原性大腸菌O-157が蔓延、指
定伝染病に

●消費税３％から５％へ引き上げ
●長野冬季五輪
●アサヒビール四国工場操業開始

●日銀ゼロ金利政策導入
●介護保険制度導入

●「えひめ丸」沈没事故
●芸予地震発生
●アメリカ同時多発テロ
●国内初BSE乳用牛確認

●日本人平均寿命、世界最高に（女
性85.23歳、男性78.32歳）

●年金改革関連法成立
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●農林水産物市場開放阻止・米穀政
策確立・要求米価実現全国農林漁
業者総決起大会

●愛媛県農協合併推進協議会設立
●農協合併基本構想決定
　(第１次：市町村未満合併49農協、
　 第２次：広域合併13農協構想)

●水田農業確立、農産物輸入自由化
枠拡大阻止愛媛県農協代表者大会

●農業と食料を守る愛媛県農業者・消
費者総決起大会

●愛媛県農協合併推進本部設立
●米市場開放阻止愛媛県農業者、消
費者総決起大会

●米市場開放阻止・食料農業基本政
策確立愛媛県農協代表者集会

●日本農業と食料を守る国民総決起集会
●広域合併13農協構想早期実現を決議
　(県下10地区で合併研究会発足)

●米等市場開放阻止・水田農業確立・
要求米価実現愛媛県ＪＡ、農委代表
者集会

●関税化拒否・米市場開放阻止国民
総決起大会

●愛媛県農業団体干害対策本部設置

●ＪＡ数：総合88、専門11
●長期共済保有高200兆円突破、
世界最大に

●愛媛くみあい飼料（株）設立

●県厚生連、受診者5万人突破
●県内農協貯金1兆円突破 
●県青果連、ジュース売上400億
円突破

●県内初　宇和町農協カントリー
エレベーター設立
●県共済連、長期共済保有高6兆
円突破

●農協の愛称「ＪＡ」・ＪＡマーク決定

●ＪＡにしうわ設立(総合63JAに)
●ＪＡ愛媛農政対策協議会と愛媛
県農協果樹対策協議会合併

●男女雇用機会均等法成立
●人口1億2000万人突破
　（県内153万人）
●日本航空123便墜落事故
●プラザ合意
●ガット・ウルグアイラウンド交渉
開始

●ＪＲ四国設立
●とべ動物園開園
●瀬戸大橋開通
●松山商科大学、「松山大学」へ校
名変更

●元号「平成」スタート
●消費税導入（3％）
●東西ドイツ統一

●新松山空港開港
●牛肉、オレンジ輸入自由化開始
●バブル崩壊
●国際協同組合同盟（ICA）第30
回東京大会（アジア初）

●39年ぶりの冷夏
●外国産米緊急輸入
●渇水被害発生（県内70億円）
●石手川ダム貯水率ゼロに

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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ＪＡうま合併発足式

JAキックオフセレモニー

第５期 ： 平成７年（1995）～平成16年（2004）
経済のグローバル化と加速するＪＡ合併

　米国を中心としたIT産業の成長やグローバル
化が加速し始め、世界市場を視野に入れたビジネ
スが展開され、経済は緩やかながらも回復に向か
いました。
　農業では、高齢化や担い手不足、耕作放棄地の
増加などで弱体化し、WTO農業交渉や輸入増加

による価格低迷など、農家の経済とＪＡは大きな打
撃を受けました。
　このような情勢を受け、中央会は10ＪＡ構想を基
軸とする合併推進に向け、取り組みを加速しまし
た。 

第４期 ： 昭和60年（1985）～平成６年（1994）
バブル景気と農協経営刷新強化運動

　昭和60年のプラザ合意により、円高が急速に進
みました。一時的に景気は低迷しましたが、その後
の金融緩和政策は、企業や個人などの不動産や
株式への投資を促進し、いわゆるバブル景気が発
生しました。
　バブル崩壊後には、地価や農産物価格の下

落などが起こり、農業経営の合理化や多様化、
そして農村の活性化が課題として強く認識され
ました。
　このような情勢のもと、中央会では農協経営の
刷新強化運動として、本格的に合併推進へ取り組
むこととなりました。 

●愛媛県農協合併推進基金設立
●県下総合ＪＡの自己資本比率向上対
策決定
●中央会決算監査導入
●10ＪＡ構想を基軸とする広域合併
推進を決定

●ＪＡ綱領制定
●県下５事務所から３事務所へ
●E-JASMIC(愛媛県版ＪＡ個別経営
指導)導入

●ＪＡ経営健全化推進運動開始
●3事務所廃止
●愛媛のかんきつ21推進協議会発足
●ＪＡえひめ高齢者福祉推進協議会設置

●中央会・厚生連共通役員制導入
●第１回広域合併ＪＡ交流会
●ＪＡグループ愛媛BSE問題対策班設置
●ＪＡ全国監査機構発足
●家畜個体識別システム緊急実施

●WTO国際市民集会
●愛媛県水田農業推進協議会設立
●水田農業構造改革対策基金設立

●ＪＡ数：総合62、専門10
●ＪＡうま設立(総合55JAに)
●食糧法成立（食糧管理制度の廃止）

●ＪＡおちいまばり、ＪＡひがしうわ、
ＪＡえひめ南設立（総合34ＪＡに）
●県青果連と県経済連合併、県農
えひめ設立

●ＪＡえひめ中央、ＪＡ愛媛たいき設立、Ｊ
Ａ西条とＪＡ大町合併（総合15ＪＡに）
●高齢者福祉事業認可取得（９ＪＡ）
●全国初の県１ＪＡ誕生（ならけん）
●食料・農業・農村基本法成立
●愛媛県連役員体制等審議会
●47都道府県共済連、ＪＡ全共連に統合

●ＪＡ周桑とＪＡ東予市多賀合併(総
合14ＪＡに)

●農地法改正（株式会社の農地取
得可能に）

●食品リサイクル法成立

●ＪＡうまとＪＡ川之江市合併（総合
13ＪＡに）

●食料安全基本法成立
●県農えひめとＪＡ全農合併

●住宅専門貸付会社（住専）問題発
生

●世界貿易機関 （WTO）発足
●阪神淡路大震災発生
●病原性大腸菌O-157が蔓延、指
定伝染病に

●消費税３％から５％へ引き上げ
●長野冬季五輪
●アサヒビール四国工場操業開始

●日銀ゼロ金利政策導入
●介護保険制度導入

●「えひめ丸」沈没事故
●芸予地震発生
●アメリカ同時多発テロ
●国内初BSE乳用牛確認

●日本人平均寿命、世界最高に（女
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●年金改革関連法成立
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●農林水産物市場開放阻止・米穀政
策確立・要求米価実現全国農林漁
業者総決起大会

●愛媛県農協合併推進協議会設立
●農協合併基本構想決定
　(第１次：市町村未満合併49農協、
　 第２次：広域合併13農協構想)

●水田農業確立、農産物輸入自由化
枠拡大阻止愛媛県農協代表者大会

●農業と食料を守る愛媛県農業者・消
費者総決起大会

●愛媛県農協合併推進本部設立
●米市場開放阻止愛媛県農業者、消
費者総決起大会
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中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

ＪＡ愛媛中央会 70年のあゆみＪＡ愛媛中央会 70年のあゆみ



8 9

平成17-18
（2005-06）
平成17-18
（2005-06）

平成19-20 
（2007-08）
平成19-20 
（2007-08）

平成21-22
（2009-10）
平成21-22
（2009-10）

平成23-24 
（2011-12）
平成23-24 
（2011-12）

平成25-26
（2013-14）
平成25-26
（2013-14）

よい食シンボルマーク、
キャラクター笑味ちゃん

ＪＡグループ支援隊の作業のようす

第７期 ： 平成27年（2015）～令和６年（2024）
農協法の大改正とＪＡ自己改革

　平成26年５月、政府の規制改革会議等による
「農業改革に関する意見」が提言されました。提言
の中には、農協は営農・経済事業に特化し信用・共
済事業の事業譲渡や代理店化すること、准組合員
利用の制限など、協同組合の基本的原則を脅かす
ような内容が含まれました。
　そして、27年９月に改正農協法が成立し、組合
は農業所得の増大に最大限配慮するという事業
運営原則の明確化や、理事に認定農業者等を登
用することなど理事構成の見直しなどが定められ
ました。
　また、中央会制度の廃止や会計監査人の設置
義務化、さらには准組合員の事業利用規制のあり
方など、ＪＡグループの組織・事業の根幹を揺るが
すような、かつてない大改正となりました。これによ

り中央会は連合会へ移行し、監査業務についても
監査法人へ移管しました。准組合員の利用規制に
ついては、令和３年３月に、「組合員の判断に基づく
ものとする」とされました。
　政府による「農協改革」の提起に対し、ＪＡグルー
プは将来めざすべき協同組合としてのＪＡのあり方
や、営農・経済事業の強化に向け、「食と農を基軸
として地域に根ざした協同組合」として、「持続可
能な農業」と「豊かでくらしやすい地域社会」を実
現するため、①農業者の所得増大、②農業生産の
拡大、③地域の活性化、の３つを基本目標とした実
践方策を「自己改革工程表」として中期経営計画
や事業計画に反映しながら、将来にわたって持続
可能な組織として、「不断の自己改革」に取り組ん
でいくこととしました。 

西日本豪雨災害の発生と復興
　平成30年７月、西日本を中心とした豪雨災害によ
り、県内で多くの犠牲者が出たほか、河川の氾濫や
土砂崩れ、家屋の倒壊や浸水、さらに農地や農業関
連施設にまで甚大な被害が及びました。
　中央会は、ＪＡグループ愛媛大雨被害対策本部を
立ち上げ、被害状況の把握や、行政や関係各所へ
の要請等に加え、「ＪＡグループ支援隊」を結成し、被
災した施設や農地等の復旧作業に取り組みました。
　また、中小企業庁が創設した「愛媛県中小企業等
グループ施設等復旧整備補助事業（愛媛県グルー
プ補助金）」を活用し、被災したＪＡ事務所や選果場
等の復旧整備を行うため、甚大な被害を受けた南

予地区の３ＪＡ等とグループを組成し、復興計画のと
りまとめや申請手続きを行いました。

第６期 ： 平成17年（2005）～平成26年（2014）
激動の時代とＪＡグループへの期待

　リーマンショックの発生により、急激な円高や株
価の下落など、日本経済は多大な影響を受け、企
業の倒産が相次ぎ失業率が上昇しました。
　この頃、TPP（環太平洋経済連携協定）参加を
めぐって、ＪＡグループは一般消費者を巻き込んだ
全国的な署名運動など大規模な取り組みを展開し
ました。
　また、未曾有の大災害となった東日本大震災が

発生した際には、支援物資の供給や復興支援隊の
派遣など、協同組合の総力を結集して被災地を支
援しました。
　震災を契機に、地域での助け合いや人と人のつ
ながりなどの価値観が見直されるなか、地域に根
ざすＪＡグループへの期待がこれまで以上に高ま
り、とりわけ経済事業や営農指導事業が高く評価
されました。 

●愛媛県担い手育成総合支援協議会
設置

●WTO農業交渉対策愛媛県統一行
動キャラバン

●不祥事ゼロ達成強化対策開始

●WTO農業交渉にかかる署名活動
●原油・肥料・飼料等生産資材高騰対
策本部設置

●みんなのよい食プロジェクト開始

●TPP交渉参加阻止愛媛県対策本部設置
●ＪＡ愛媛グループくらしの活動推進
運動重点期間（～24年度）

●東日本大震災ＪＡグループ愛媛支援隊派遣
●ＪＡグループ愛媛直売所共同研究会
●TPP交渉参加阻止！食・くらし・地域を守
る愛媛県要請集会（反対署名25万人超）
●国際協同組合年愛媛県大会

●ＪＡ全中、「ＪＡグループの自己改革
について」決定
●新生「愛媛県協同組合協議会
（EJC）」発足
●TPP断固反対街宣活動

●ＪＡ数：総合13、専門８
●農協法改正（共済事業代理店業務）
●食育基本法成立
●担い手経営安定新法成立
●ＪＡ松山市とＪＡ松山市堀江合併
(総合12ＪＡに)

●全農、肥料飼料原油等価格高騰
対策発表

●ＪＡえひめ南と宇和青果合併
●県農協電算センター、㈱ＪＡえひ
め総合情報センターに社名変更

●農業者戸別所得補償制度導入

●規制改革実施計画閣議決定、「農協改
革集中推進期間」（～令和元年５月）

●全国・県内初　キウイフルーツ
かいよう病（Psa3型）発生
●高齢者の見守りネットワーク協
定書合同調印（５市町、４ＪＡ）

●しまなみ海道開通
●会社法成立
●日銀ゼロ金利政策解除

●年金記録問題発生
●郵政民営化
●後期高齢者医療開始
●リーマンショック

●消費者庁設立
●日本年金機構設立
●東日本大震災発生

●地上波アナログ放送終了
●東京スカイツリー開業
●TPP交渉参加決定
●国際協同組合年

●消費税５％から８％へ引き上げ
●北陸新幹線開通

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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（2015）

平成28
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（2016）

平成29
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平成29
（2017）

平成30
（2018）
平成30
（2018）

平成31～令和元
（2019）
平成31～令和元
（2019）

第39回ＪＡ愛媛県大会

西日本豪雨災害被災のようす

コロナ禍による行動変容と対策
　令和２年1月、「新型コロナウイルス」の日本初の
感染者が報告されて以降、またたく間に感染が拡
大し、３年８月には感染者が国内累計100万人を
超える大流行となりました。あらゆる経済活動が制
限され、農畜産物の消費にも重大な影響を与えま
した。
　中央会は、特に消費が低迷した花きや牛乳・乳
製品等について、愛媛県に対して新たな需要創出

や消費拡大に向けた要請活動を行い、産地応援
キャンペーンを実施しました。
　また、農業者を支援するための「経営継続補助
金」や「持続化給付金」などコロナ対策の活用支援
を行い、約3,200件が採択されました。
　また、労働力を確保するため、観光業界や人材
派遣会社と連携し「えひめ農業応援プロジェクト」
を展開しました。

「国消国産」運動と食料安全保障
　ＪＡグループは、国民が消費する食料はできるだ
けその国で生産するという「国消国産」を提唱し、
国産農畜産物の消費拡大に向け、令和３年から、
毎年10月16日を「国消国産の日」と制定し運動を
開始しました。
　中央会は、組合員や県民の理解を得る取り組み
として、ＪＡ愛媛の屋上横断幕やマルチビジョン等
で広くアピールするとともに、県外に対しても愛媛

県産農畜産物の消費拡大キャンペーンを展開しま
した。
　６年5月には、「食料・農業・農村基本法」が、平
成11年の成立以降初めて改正され、食料安全保
障の確立と生産コスト等を合理的に織り込んだ農
畜産物の適正な価格形成などが示され、食料安
全保障の観点からも国消国産に向けた取り組みを
進めることが重要となりました。 

●キウイフルーツ全伐採農家営農再
開支援事業創設
●ＪＡグループ愛媛営農・経済改革実
践運動「改革集中期間」（～30年度）

●臨時税理士制度廃止、派遣税理士
制度導入
●特例年金制度完了組織対策協議会
設置
●新中央会機能・体制審議会設置
●ＪＡグループ愛媛担い手サポートセ
ンター連絡協議会設置
●魅力増す愛媛農業・農村の実現に
向けた愛媛県要請集会
●規制改革推進会議・農業WGの農協改
革に関する意見等に対する緊急要請

●熊本地震ＪＡグループ支援隊派遣

●「ＪＡグループ愛媛ＪＡ自己改革の徹底
と組織・経営基盤の強化について」決定

●ＪＡグループ愛媛自己改革対話運動
●ＪＡグループ愛媛大雨被害対策本部
設置
●西日本豪雨災害ＪＡグループ支援隊
派遣
●愛媛県グループ補助金活用による
被災地支援

●ＪＡ愛媛中央会が連合会へ組織変
更、中央会監査制度廃止、会計監査
人監査へ
●ＪＡ愛媛組織整備研究会設置
●ＪＡ愛媛経営改革検討会議設置
●房総半島台風ＪＡグループ支援隊派遣

●ＪＡ数：総合12、専門５

●食料・農業・農村基本計画を閣議

決定

●農協法改正（理事等の構成、中

央会制度の廃止、会計監査人の

設置、准組合員利用規制のあり

方等）

●改正農協法に関する監督指針施

行（自己改革、事業利用等の調査

など）

●県内ＪＡ貯金２兆円突破

●内部統制システム基本方針導入

●ＪＡの自己改革に関する全組合

員調査実施

●安全保障関連法成立

●マイナンバー制度運用開始

●国連サミット、持続可能な開発

目標「SDGs」を採択

●TPP交渉大筋合意

●米国、TPP離脱表明

●熊本地震発生

●公職選挙法改正（18歳に選挙権）

●「協同組合の思想と実践」ユネス

コ無形文化遺産に登録

●女性活躍推進法成立

●プレミアムフライデー初実施

●天皇陛下の退位特例法成立

●金融庁、「マネー・ローンダリン

グ及びテロ資金供与対策に関す

るガイドライン」策定

●働き方改革関連法改正

●西日本豪雨災害発生（県内農業

被害総額475億円）

●新型コロナウイルス感染症発生

●消費税８％から10％へ引き上げ

●元号「令和」スタート

●房総半島台風発生

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢

将来のＪＡ組織整備に向けて
　ＪＡグループ愛媛では、平成30年から将来を見
据えた組織整備に向けた議論をはじめ、令和元年
度から、ＪＡ組合長等を委員とする「組織整備研究
会」を設置して県内の新たな組織整備の方向性に
ついて議論を重ねてきました。
　令和３年、第38回ＪＡ愛媛県大会において、ＪＡグ
ループ愛媛一体となって「県1ＪＡ構想」を策定し、
組合員の意思をふまえて組織整備に取り組むこと
を決議しました。
　４年度からは、「組織整備研究会」を発展させた
「県1ＪＡ合併研究会」を設置して議論を深化させま
した。また、県内全ＪＡと中央会・連合会が参画して

専従事務局体制を構築し、「県1ＪＡ」の実現に向
け、構想の検討を進めました。
　そして、６年12月に開催した第39回ＪＡ愛媛県大
会において「県1ＪＡ構想案」を決議しました。
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令和2
（2020）
令和2
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令和3
（2021）
令和3
（2021）

令和4
（2022）
令和4
（2022）

令和5
（2023）
令和5
（2023）

令和6
（2024）
令和6
（2024）

ＪＡえひめ未来合併記念式典

「国消国産」マルチビジョンＰＲ

第39回ＪＡ愛媛県大会

中央会　歴代会長

初代

藤谷　隆太郎
昭和29年11月～38年５月

２代

青井　政美
昭和38年５月～42年９月

3代

白石　春樹
昭和42年９月～43年６月

4代

渡部　高太郎
昭和43年6月～55年５月

5代

矢野　辨介
昭和55年5月～62年10月

6代

松本　節太郎
平成元年５月～４年５月

7代

寺井　信隆
平成４年５月～13年６月

8代

先田　通夫
平成13年６月～16年２月

9代

梅久保　保
平成16年２月～16年６月

10代

嘉喜山　登
平成16年６月～19年６月

11代

石川　迪士
平成19年６月～22年６月

12代

林　正照
平成22年６月～25年６月

13代

梶谷　昭伸
平成25年６月～27年８月

14代

高月　初彦
平成27年８月～28年６月

15代

田坂　實
平成28年６月～令和元年６月

16代

西本　滿俊
令和元年６月～令和7年６月

●新型コロナウイルス対策にかかる
花き需要拡大に関する県知事要請

●鳥インフルエンザ防疫対策要員派遣
●「国消国産」ＪＡグループ統一運動開始

●県１ＪＡ構想案策定開始
●県１ＪＡ合併研究会発足

●ＪＡ・中央会・連合会参画による専従
事務局体制設置

●県１ＪＡ構想決定

●JA数：総合12、専門3
●ＪＡえひめ未来設立
　(総合11ＪＡに)
●県域共通指標設定 （実質自己資
本、固定比率等）

●愛媛の未来を創る農業・農村振
興条例成立

●監督指針改正（ＪＡ版早期警戒制
度導入、自己改革実践サイクル
実践等）

●県内初 鳥インフルエンザ発生
●明浜共選と玉津共選の広域選果
にかかる業務提携
●正組合員資格における面積要件
の撤廃（３ＪＡ）

●食料安定供給農林水産業基盤強
化本部設置

●食料安全保障強化政策大綱
●肥料価格高騰対策事業措置

●生産緑地制度に関する組合員説
明会

●AI選果機導入等に関する要請

●県内初 豚熱発生
●食料・農業・農村基本法改正
●県内初　松山市生産緑地地区
の指定等に関する要綱制定

●新型コロナウイルス感染拡大緊
急事態宣言発令

●「同一労働同一賃金」施行

●マイナ保険証本格運用開始
●東京五輪開幕

●安倍元首相銃撃事件
●ロシアによるウクライナ侵攻

●新型コロナウイルス5類へ引き
下げ

●G７サミット（広島市）
●消費税インボイス制度導入

●能登半島地震発生
●物流2024年問題
●日銀マイナス金利解除

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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●消費税インボイス制度導入

●能登半島地震発生
●物流2024年問題
●日銀マイナス金利解除

中央会関係 農業・農政・ＪＡ関係 政治・経済・社会情勢
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おわりに

　ＪＡ愛媛中央会は令和６年11月に創立70周年を迎えました。
本会は、昭和29年10月の設立以来、現在までＪＡの健全な発展を図ることを目的とし、ＪＡグループ
愛媛の総合調整を担う代表機関として、70年にわたり役割を発揮してきました。

　これまでを振り返ると、戦後の高度経済成長を契機に農業の生産性が向上した一方で、若年
層の流出による農村の過疎化や、農業従事者の高齢化など、愛媛の農業は厳しい状況にあり
ました。このような中で設立された中央会は、農業振興やＪＡの経営不振の解消に向けて取り組
みました。
　一方、愛媛の農業は、干ばつや台風、大雨など、各時代に大規模な自然災害が発生し、そのた
びに農業や農家経営に大きな爪痕を残しました。
　特に、42年に発生した大干ばつは、南予地区を中心に甚大な被害を与えました。しかしその後、
用水農業水利事業を興し、官民一体となって23年間の歳月をかけ全国でも例を見ない大規模な
取水事業により、地域への安定給水を実現させたことは、先人の知恵と努力の賜物として現在の
愛媛の農業の下支えとなっています。
　諸外国との貿易交渉の歴史では、農畜産物輸入自由化に対し全国の反対運動に参加するとと
もに、県内でも大規模な反対運動を展開するなど、日本や愛媛の農業を守るための運動に尽力し
ました。
　こうした中、平成27年の農協法の大改正により、中央会は31年４月より連合会に組織変更しま
した。新たな中央会としてあるべき姿を見つめ直し、協同組合の理念に沿って、一人一人を尊重
し、人と人とのつながりを大切にしながら、自己改革を通じてＪＡの事業価値を高めていく取り組み
を進めました。
　また、私たちＪＡグループ愛媛は、それぞれの時代で求められる組織へと改革を進め、組合員の
声を大切にし、地域に根ざした活動を展開することで、農業の未来を切り拓いてきました。

　これからも、ＪＡ愛媛中央会は激変する社会、農業の情勢に迅速かつ柔軟に対応しながら、ＪＡグ
ループ愛媛が組合員と地域にとってなくてはならない存在であり続けるため、めざす姿である持続
可能な農業の実現と地域農業の発展に向けて、組合員・ＪＡと共に引き続き努力していきます。

令和７年 6月
愛媛県農業協同組合中央会
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JA愛媛中央会　組織機構図（令和 7年 4月時点）

役職員数（令和 7年 4月時点）

会長 1  1
副会長 1  1
理事 10 1 11
監事 3  3
　　  計 15 1 16
職員 24 6 30
受入出向 16  16
人材派遣  2 2
嘱託 3  3
　　  計 43 8 51
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愛媛県農業協同組合中央会
〒790-8555　愛媛県松山市南堀端町2-3

電話番号：089-948-5606（代表）　https://www.ehime-chuoukai.or.jp/

本冊子は、弊会ホームページからダウンロードできます。
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